
〇 施設使用料について 
（１）大ホール、小ホール、大スタジオ、多目的ルーム、会議室、和室  （単位：円） 

利用区分（時間） 
午前 

9-12 

午後 

13～17 

夜間 

18～22 

昼間 

9～17 

昼夜 

13～22 

全日 

9～22 

超過 1 時

間につき 

大
ホ
ー
ル
等 

全席使用 

（1,530 席） 

平日 25,100 33,500 41,500 56,000 72,000 89,000 11,200 

土・日・祝日 32,000 43,000 54,000 72,000 94,000 115,000 14,400 

１・２階席 

（1,274 席） 

平日 21,000 28,000 35,000 46,500 60,000 74,000 9,300 

土・日・祝日 26,900 36,000 45,000 60,000 78,000 96,000 12,000 

１階席 

（1,002 席） 

平日 16,500 22,000 27,500 36,500 47,500 58,000 7,300 

土・日・祝日 21,400 28,500 35,500 47,500 62,000 76,000 9,500 

楽屋１ 約10名（分割可能） 

810 1,010 1,320 1,830 2,340 2,850 300 

楽屋２ 約 3 名（ｼｬﾜｰ･ﾄｲ

ﾚ） 

楽屋３ 約 9 名 

楽屋４ 約 9 名 

楽屋５ 約 3 名（ｼｬﾜｰ･ﾄｲ

ﾚ） 

楽屋６ 約 3 名（ｼｬﾜｰ･ﾄｲ

ﾚ） 

楽屋７ 約14名（分割可能） 

小
ホ
ー
ル
等 

小ホール 

（３２０席） 

平日 4,950 6,700 8,300 11,200 14,500 17,900 2,240 

土・日・祝日 6,800 9,100 11,400 15,200 19,800 24,400 3,050 

楽屋１ 約 3 名 
400 500 610 910 1,120 1,420 100 

楽屋２ 約 3 名 

楽屋３ 約 3 名（ｼｬﾜｰ･ﾄｲ

ﾚ） 
810 1,010 1,320 1,830 2,340 2,850 300 

楽屋４ 約 10 名 

楽屋５ 約 10 名 

大
ス
タ
ジ
オ
等 

大スタジオ 

（2５０㎡） 

平日 4,550 6,100 7,600 10,100 13,200 16,200 2,030 

土・日・祝日 5,900 7,900 9,800 13,200 17,200 21,100 2,640 

楽屋１ 約 5 名 
810 1,010 1,320 1,830 2,340 2,850 300 

楽屋２ 約 ５名 

多目的ルーム 約 17０㎡（注２） 3,750 4,950 6,300 8,400 10,800 13,400 1,620 

第１会議室 約 18 名 710 1,010 1,220 1,730 2,240 2,750 300 

和室       １５畳 910 1,220 1,520 2,130 2,750 3,350 400 

（注１）人数は、利用可能な目安です。 

（注２）以下の条件に該当する場合は、多目的ルームを市民アトリエ・ギャラリー 

と同様の使用料で使用することができます。（※本手引き24ページ（注）参照） 

    ① 市民アトリエ・ギャラリーと2室同時の展覧会利用 

    ② 市民アトリエ・ギャラリーが使用できない場合の展覧会利用 

    ③ ①、②いずれの場合も、1日以上の利用であること 

 

 



 

 

ア 入場料を徴しない場合の使用料 

（ア）練習等のために使用する場合（大ホール、小ホール、大スタジオにおける練習利用 

・準備（仕込み、バラシ）、多目的ルームにおける展示の準備等）の使用料  

 

   ⇒ 該当使用料の４０％ 

      

イ 入場料等を徴する場合の使用料 

(ア) 営利を目的として入場料等を徴する場合は、入場料等の最高額に応じて以下のとおりの

使用料とします。 

・大ホール、小ホール、大スタジオ 

1,000円以下 1,001円～ 3,000円以下 3,001円～ 5,000円以下 ５，００１円以上 

該当使用料の１３０% 該当使用料の１６０％ 該当使用料の１９０％ 該当使用料の２３０％ 

・多目的ルーム 

８００円以下 ８０１円以上 

該当使用料の１３０％ 該当使用料の２００％ 

 

 (イ) 営利を目的としないで入場料等を徴収する場合 該当使用料の１３０％ 

   (ウ) 公演に付随する練習や準備・後片付けのために舞台を使用する場合 

 

⇒ (ア)又は、(イ)の該当使用料の４０％ 

 

（２）中スタジオ、スタジオ１～４関係  

 
午前１ 

9:00-11:00 

午前２ 

11:00-13:00 

午後１ 

13:30-15:30 

午後２ 

15:30-17:30 

夜間１ 

18:00-20:00 

夜間２ 

20:00-22:00 

中スタジオ 約５０㎡ 810 810 810 810 810 810 

スタジオ１ 約２０㎡ 

400 400 400 400 400 400 

スタジオ２  〃 

スタジオ３  〃 

スタジオ４  〃 

※ 2 時間未満の端数は 2 時間に切り上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 


